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○
総
務
省
令
第
二
十
七
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
税
収
納
金
整
理
資

金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
及

び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
二
項
」
に
、
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第

二
十
七
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
）
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第
一
条
の
十
一

法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
そ
れ
以
外
の
地
方
独
立
行
政
法
人

で
あ
つ
て
同
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
病
院
事
業
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
病
院
の
譲
渡
を
受
け

て
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
十
四
の
見
出
し
中
「
個
人
年
金
保
険
契
約
等
」
を
「
年
金
給
付
契
約
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
七
条
の
十
五
の
六

第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
七
条
の
十
五
の
十
二
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
十
五
中
「
第
七
条
の
十
五
の
九
第
三
号
」
を
「
第
七
条
の
十
五
の
十
四
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
五
を
第
二
条
の
五
の
二
と
し
、
第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

法
第
四
十
六
条
第
五
項
の
基
準
）

第
二
条
の
四

法
第
四
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
順
序
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ
と
。

イ

地
方
税
関
係
の
行
政
手
続
等
の
迅
速
か
つ
的
確
な
処
理
に
必
要
な
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
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う
法
人
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
で
通
信
の
交
換
及
び
伝
送

を
確
実
か
つ
円
滑
に
行
う
の
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
も
の
（
ロ
に
お
い
て
「
特
定
電
子
計
算
機
等
」
と
い
う
。
）
に

、
政
府
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
法
第
四
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
関

係
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
送
信
す
る
こ
と
。

ロ

特
定
電
子
計
算
機
等
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
通
信
の
交
換
が
行
わ
れ
、
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
伝
送
さ
れ
る
こ
と
。

ハ

道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
関
係
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
記
録

さ
れ
る
こ
と
。

二

前
号
の
事
務
の
実
施
に
必
要
な
電
気
通
信
回
線
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
の
表

、

及
び

中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
二
項
」
に
、
同
表

中
「
第
五
十
三
条
第



- 4 -

三
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
八
項
」
に
、
同
表

中
「
第
五
十
三
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
十
九
項
」

に
、
同
表

中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
項
及
び
第
五
十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
五
項
及
び
第
四
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
の
八
の
六
第
二
号
」
を
「
第
九
条
の
八
の
六
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

第
五
十
三
条
第
四
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
十
三
条
第
四
十
二
項
」
を
「

第
五
十
三
条
第
三
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
法
第
五
十
三
条
第
四
十
三
項
の
書
類
等
の
保
存
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
三
条
第
三

十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
六
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十
五
項
」
を
「
同
条
第
四
十
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十
六
項
」

を
「
同
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
の
三
の
見
出
し
を
「
（
法
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
の
届
出
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
二

号
の
七
の
五
」
を
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
七
」
に
、
「
第
五
十
三
条
第
五
十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
六
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
五
項
第
一
号
」
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に
、
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
四
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
六
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
三
十
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
「
又
は
第
百
二
条
第
一

項
（
同
法
第
百
十
九
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
第
五
十
三
条
第
四
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三

条
第
四
十
項
」
に
、
「
同
条
第
四
十
六
項
」
を
「
同
条
第
四
十
一
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
七
項
若
し
く
は
第
二
十
八
項
」
を

「
同
条
第
二
十
二
項
若
し
く
は
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
十
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
も
の
等
）

第
三
条
の
十
六

法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
会
社
計
算
規
則
（
平

成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

２

法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
資
本
金
の
額
を
減
少
し
た
場
合

会
社
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計
算
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額

二

会
社
法
第
四
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
備
金
の
額
を
減
少
し
た
場
合

会
社
計
算
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
額

３

前
項
各
号
に
定
め
る
額
は
、
会
社
法
第
四
百
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
て
ん
補
に
充
て
た
日
以
前
一
年
間
に
お
い

て
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
額
に
限
る
も
の
と
す
る
。

４

法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
損
失
は
、
会
社
法
第
四
百
五
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
損
失
の
て
ん
補
に
充
て
た
日
に
お
け
る
会
社
計
算
規
則
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
利
益
剰
余
金
の
額
が
零
を

下
回
る
場
合
に
お
け
る
当
該
零
を
下
回
る
額
と
す
る
。

第
四
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
の
二
の
五
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
の
二
の
五
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
の
表

中
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
」
を
「
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
」
に
、
同
表

中
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
」
を
「
準
用
す
る
場
合
及

び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表

中
「
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
加
え
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る
。第

五
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
の
四
第
四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三

十
二
条
の
四
第
四
項
に
」
を
「
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
」
に
、
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
六
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
六

条
の
四
第
十
五
項
第
一
号
」
に
、
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
四
第
四
項
第
四
号
」
を
「

第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
中
「
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
各
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
五
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
の
五
第
四
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三

十
二
条
の
五
第
四
項
に
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
に
」
に
、
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
、
「
第
三
十

二
条
の
五
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
四
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
六
第
二
項
中
「
第
三
十
二
条
の
五
第
二
項
各
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
四
項
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条

の
二
十
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
の
十
五
を
第
七
条
の
二
の
十
六
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
四
を
第
七
条
の
二
の
十
五
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
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三
を
第
七
条
の
二
の
十
四
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
二
中
「
第
七
条
の
二
の
八
た
だ
し
書
並
び
に
第
七
条
の
二
の
九
た
だ
し
書

」
を
「
第
七
条
の
二
の
九
た
だ
し
書
並
び
に
第
七
条
の
二
の
十
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
の
二
の
十
三
と
す
る
。

第
七
条
の
二
の
十
一
を
第
七
条
の
二
の
十
二
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
を
第
七
条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
七
条
の
二
の
九
を

第
七
条
の
二
の
十
と
し
、
第
七
条
の
二
の
八
第
二
号
中
「
第
七
条
の
二
の
十
一
及
び
第
七
条
の
二
の
十
四
」
を
「
第
七
条
の
二

の
十
二
及
び
第
七
条
の
二
の
十
五
」
に
、
「
第
七
条
の
二
の
十
一
た
だ
し
書
」
を
「
第
七
条
の
二
の
十
二
た
だ
し
書
」
に
改
め

、
同
条
を
第
七
条
の
二
の
九
と
す
る
。

第
七
条
の
二
の
七
を
第
七
条
の
二
の
八
と
し
、
第
七
条
の
二
の
四
か
ら
第
七
条
の
二
の
六
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
七
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
条
の
二
の
六
」
を
「
第
七
条
の
二
の
七
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
条

の
二
の
五
」
を
「
第
七
条
の
二
の
六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
の
二
の
四
と
す
る
。

第
七
条
の
二
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
九
第
一
項
の
基
準
）

第
七
条
の
二
の
三

第
二
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
五
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
中
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
二
条
の
五
十
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九
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
二
十
九
第
三
項
中
「
又
は
法
人
税
法
」
を
「
、
法
人
税
法
」
に
、
「
事
後
設
立
を
い
う
」
を
「
現
物
分
配
又
は
同

法
第
六
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
の
譲
渡
を
い
う
」
に
、
「
又

は
同
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
事
後
設
立
法
人
」
を
「
、
同
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
現
物
分
配
法
人
又
は
同
法
第

六
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損
益
調
整
資
産
を
譲
渡
し
た
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
同
条
第
十

二
号
の
七
に
規
定
す
る
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
、
同
条
第
十
二
号
の
六
の
二
に
規
定
す
る
被
現
物
分
配
法
人
又
は
同
法
第
六

十
一
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
譲
受
法
人
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
五
十
八
第
二
項
第
三
号
中
「の

延
長

×2
.
5

）
」
を
「の

延
長

)

×2
.
5

」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表

、

及
び

中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
二
項
」
に
、
同
表

中
「
第
三
百
二
十
一

条
の
八
第
二
十
四
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
の
表

、

及
び

中
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
二
項
」
に
、
同
表

中
「
第
五
十
三

条
第
三
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
八
項
」
に
、
同
表

中
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
四
項
」
を
「
第
三
百
二

十
一
条
の
八
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。
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第
十
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
の
十
四
の
五
第
二
号
」
を
「
第
四
十
八
条
の
十
四
の
五
第
三
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十
九
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十
四
項
」
に
、
「
第
三
百
二
十
一
条

の
八
第
三
十
八
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
の
七
第
二
項
第
二
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
六
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
五
項
第
一
号
」

に
、
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
の
八
第
二
項
第
二
号
中
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
の
十
を
第
十
条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
十
条
の
二
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
百
二
十
五
条
の
基
準
）

第
十
条
の
二
の
十

第
二
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
三
百
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
中
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
二
十
五
条
」
と
、
「
道
府
県

知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
七
の
三
第
六
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
三
十
四
項
の
コ
ン
テ
ナ
ー
）

第
十
一
条
の
十
四

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
ー
は
、
次
の
要
件
に

該
当
す
る
コ
ン
テ
ナ
ー
（
当
該
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
運
輸

支
局
若
し
く
は
海
事
事
務
所
の
長
が
証
明
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

そ
の
長
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
幅
及
び
高
さ
が
い
ず
れ
も
二
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
で
あ
る
こ
と
又
は
そ
の

大
積
載
重
量
が
十
八
ト
ン
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
日
数
の
全
使
用
日
数
に
対
す
る

割
合
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
百
五
十
四
条
の
二
の
基
準
）

第
十
五
条
の
四
の
二

第
二
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
三
百
五
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
中
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
五
十
四
条
の
二
」
と

、
「
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
六
条
の
四
の
三
中
「
以
下
」
を
削
り
、
「
次
の
各
号
」
を
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
数
の
合
計
数
」
の
下

に
「
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
算
出
し
た
数
の
合
計
数
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
う
ち
県
内
他
市
町

村
に
常
住
」
を
「
う
ち
県
内
他
市
区
町
村
に
常
住
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
平
成
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
国
勢
調
査
の
結
果
と

し
て
公
表
さ
れ
た
平
成
十
七
年
国
勢
調
査
従
業
地
・
通
学
地
集
計
そ
の
一
第
一
表
（
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
に
よ

る
年
齢
（
五
歳
階
級
）
、
男
女
別
人
口
及
び
十
五
歳
以
上
就
業
者
数
）
の
表
頭
「
従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
人
口
」
の
う

ち
「
う
ち
自
市
内
他
区
に
常
住
」
の
表
側
「
総
数
」
の
欄
の
数
か
ら
「
十
五
歳
未
満
」
及
び
「
十
五
～
十
九
歳
」
の
各
欄

の
数
を
控
除
し
た
数

第
十
六
条
の
四
の
四
第
一
項
中
「３

」
を
「２
」
に
、
「全

国
の

た
ば

こ
消

費
基

礎
人

口

」
を
「全

国
の

た
ば

こ
消

費
基

礎

人
口

の
合

計

」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
十
三
第
二
項
第
二
号
中
「
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
十
三
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
六
百
五
条
の
基
準
）
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第
十
六
条
の
二
十
三
の
四

第
二
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
六
百
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
中
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
百
五
条
」
と
、
「
道
府
県
知

事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
十
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
十
四
ま
で

削
除

（
政
令
第
五
十
六
条
の
七
十
二
第
二
号
の
親
族
）

第
二
十
四
条
の
二
十
五

政
令
第
五
十
六
条
の
七
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
親
族
は
、
同
号
に
規
定
す
る

従
前
の
組
合
員
の
配
偶
者
及
び
子
以
外
の
親
族
で
、
当
該
従
前
の
組
合
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
六
を
削
り
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
を
第
二
十
四
条
の
二
十
六
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。（

法
第
七
百
一
条
の
五
十
五
第
一
項
の
基
準
）

第
二
十
四
条
の
二
十
七

第
二
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
七
百
一
条
の
五
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
中
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
百
一
条
の
五
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十
五
第
一
項
」
と
、
「
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
等
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
二
条
の
七
の
見
出
し
を
「
（
法
附
則
第
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
未
収
金
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
附
則
第
九
条
第

八
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
九
条
第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条

削
除

附
則
第
三
条
の
二
の
六
か
ら
第
三
条
の
二
の
八
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
九
の
見
出
し
中
「
附
則
第
七
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
附

則
第
七
条
第
五
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
三
項
」
に
、
「
附
則
第
三
条
の
二
の
十
四
第
一
項
」
を
「
附
則
第
三
条
の
二
の
十
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
七
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二

の
六
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
を
削
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
九
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
七
と
す
る
。
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附
則
第
三
条
の
二
の
十
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
九
項
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
二
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
九
項
第
三
号
」
に
、
「
附
則
第
三
条
の
二
の
十
四

第
二
項
」
を
「
附
則
第
三
条
の
二
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
八
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同

条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
九
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
四
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
一
項
第
三
号
」
に
、
「
附
則
第
三
条
の
二
の

十
二
第
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
三
条
の
二
の
八
第
二
項
各
号
」
に
、
「
附
則
第
三
条
の
二
の
十
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
附

則
第
三
条
の
二
の
八
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
第
二

号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
十
八
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
四
項
第
三

号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
二
と
す
る
。
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附
則
第
三
条
の
二
の
十
七
及
び
第
三
条
の
二
の
十
八
を
削
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
十
九
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
附
則
第
七
条
第
二
十
三
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則

第
三
条
の
二
の
十
三
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
七
項
」
に
改
め

、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
四
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
十
九
項
」
に
改

め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
五
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
二
の
見
出
し
中
「
附
則
第
七
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
附
則
第
七
条
第
三
十
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
七

条
第
三
十
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
六
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十
二
項
」
に

改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
七
と
す
る
。
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附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
三
十
三
項
第
十
二
号
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十

四
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
八
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項

」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
十
九
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
七
条
第
三
十
五
項
」
を
「
附
則
第
七
条
第
二
十
五
項
」
に

改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
七
を
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
一
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
四
の
見
出
し
中
「
バ
ス
等
」
を
「
バ
ス
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
車
両
購
入
費
補
助
金
」
を
「
車
両
購

入
に
係
る
補
助
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
四
条
の
六
第
一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
を
附
則
第
四
条
の
八
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二

項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
四
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
四
項
」
に
、
「
同
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法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
項
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
」
に
、
「
同
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第

一
項
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
四
条
の
七
と
す
る
。

附
則
第
四
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
一
号
の
軽
油
自
動
車
等
）

第
四
条
の
五

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
油
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の

整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
適
用
関
係
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
百
二
十
五
項
第
一
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
値
の

十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
そ
の
他
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認

定
し
て
い
る
こ
と
。

二

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
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の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
（
当

該
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
当
該
自
動
車
が
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達

成
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
。

２

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
五
項
第
一
号

の
基
準
と
す
る
。

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一

号
に
掲
げ
る
乗
用
自
動
車

乗
用
自
動
車
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
十
九
年
経
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済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
四
号
）
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車

貨
物
自
動
車
の

性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
五
号
）
に

定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
気

を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃
機
関
を
有
す
る
も
の
以
外
の
自
動
車
と
す
る
。

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
用
い
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
の
燃
料
が
可
燃
性
天
然
ガ
ス
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
（
可
燃
性
天
然
ガ
ス
以
外
の

燃
料
が
併
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

６

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
項
の
基
準
若
し
く

は
同
条
第
百
八
項
の
基
準
又
は
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六



- 21 -

百
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
基
準
（
粒
子
状

物
質
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

７

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
軽
量
車
基
準

に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
窒
素
酸

化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
イ
に
掲
げ

る
値
、
同
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
値
、
同
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車
に

つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
値
、
同
号
の
表
の
ニ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ニ
に
掲
げ
る
値
の
そ

れ
ぞ
れ
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が

認
定
し
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

８

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
九
項
の
基
準
と

す
る
。

９

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
重
量
車
基
準
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に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
窒
素
酸

化
物
の
排
出
量
が
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
九
項
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動

車
で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い

10
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
動
力
源
は
、
電
気
及
び
蓄
圧
器
に
蓄
え
ら
れ
た
圧

11
力
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定

12
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て

い
る
自
動
車
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
力
併
用
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

13
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。
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一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表

の
イ
に
掲
げ
る
値
、
同
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
値
、
同
号
の
表
の
ハ
に
掲

げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
値
、
同
号
の
表
の
ニ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ニ

に
掲
げ
る
値
の
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
こ
と
。

二

実
施
要
領
第
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が

内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
、
揮
発
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十
二
年
度
燃
費
基
準

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
、
軽
油
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
十
七
年
度
燃
費
基
準
二
十

五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
七
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

14
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
項
の
基
準
若
し

く
は
同
条
第
百
八
項
の
基
準
又
は
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
基
準

と
す
る
。
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法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
力
併
用
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

15
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
又
は
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
五
項
第
一
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
又
は
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
こ
と
。

二

実
施
要
領
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該

自
動
車
が
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
七
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

16
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
五
項
第
一
号

の
基
準
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

17
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
基
準
と
す

る
。
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法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の

18
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
実
施
要
領
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
自
動
車
（
当
該
自

動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動

車
に
限
る
。
）
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

19
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
基
準
と
す

る
。法

附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の

20
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
実
施
要
領
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
自
動
車
（
当
該
自

動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動

車
に
限
る
。
）
と
す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

21
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
基
準
と
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す
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上

22
の
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
実
施
要
領
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ

る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
（
当
該
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
が
平
成
二
十
七
年

度
燃
費
基
準
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
一
号
の
窒
素
酸
化
物
の
値
等
）

第
四
条
の
六

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
と
す
る
。

一

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車

同
号
の
表
の
イ
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値

二

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車

同
号
の
表
の
ロ
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値

三

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車

同
号
の
表
の
ハ
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値

四

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ニ
に
掲
げ
る
自
動
車

同
号
の
表
の
ニ
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
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２

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容

限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

実
施
要
領
第
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が

内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
、
揮
発
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十
二
年
度
燃
費
基
準

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
、
軽
油
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
十
七
年
度
燃
費
基
準
二
十

五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
。

二

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自

動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
、
同
項
第
四
号
に

掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
の
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
こ
と
。

３

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
と
す
る
。
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一

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
実
施
要
領
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
（

当
該
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
が
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
で

あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
に
限
る
。
）
。

二

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
で
、
か
つ
、
特

定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
こ
と
。

４

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容

限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

実
施
要
領
第
三
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当

該
自
動
車
が
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
、
揮
発
油
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
二
十
二
年

度
燃
費
基
準
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
又
は
平
成
二
十
二
年
度
燃
費
基
準
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ

と
、
軽
油
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
平
成
十
七
年
度
燃
費
基
準
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
又
は
平
成
十
七
年

度
燃
費
基
準
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
。

二

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
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自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
、
同
項
第
四
号

に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
に
定
め
る
値
の
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
こ
と
。

５

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
と
す
る
。

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
実
施
要
領
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
（

当
該
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
が
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
で

あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
に
限
る
。
）
。

二

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
で
、
か
つ
、
特

定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
こ
と
。

６

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
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二

自
動
車
の
取
得
価
額

三

自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
八
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
）

四

自
動
車
の
車
両
重
量
（
運
行
に
必
要
な
装
備
を
し
た
状
態
に
お
け
る
自
動
車
の
重
量
を
い
う
。
）

五

内
燃
機
関
の
燃
料
の
種
類

六

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
八
号
の
貨
物
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
の

車
両
総
重
量
（
車
両
重
量
、

大
積
載
量
及
び
五
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
乗
車
定
員
を
乗
じ
て
得
た
重
量
の
総
和
を
い
う
。

）
、
変
速
装
置
の
方
式
及
び
構
造

７

当
該
自
動
車
に
つ
い
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
百
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第

百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
告
書
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
修
正
申
告
書
に
お

い
て
前
項
各
号
（
当
該
自
動
車
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
号
の
乗
用
自
動

車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
乗
用
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
）

に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（



- 31 -

当
該
自
動
車
が
乗
用
自
動
車
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
）
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
、
次
条
第
二
項
及
び
第
五
項
」
を
「
及
び
次
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
の
基
準
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「

附
則
第
十
二
条
の
三
第
六
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
」
を
加
え
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
九
項

を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に
「
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
」
を
加
え
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項
第
一
号
」
を
「

第
九
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
削
り
、
同

条
第
五
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を

「
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
四
号
」
に
、
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
条
第
五
号
」

を
「
第
三
条
第
六
号
」
に
改
め
、
「
平
成
二
十
二
年
度
燃
費
基
準
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
又
は
」
及
び
「
平
成
十
七
年
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度
燃
費
基
準
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
達
成
車
又
は
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
そ
の
他
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を

同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）

」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定

の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
用
関
係
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二

十
八
条
第
百
二
項
の
基
準
若
し
く
は
同
条
第
百
八
項
の
基
準
又
は
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
基
準
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
と
す
る
。

２

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
軽
量
車
基
準
に

定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
窒
素
酸
化
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物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
イ
に
掲
げ
る

値
、
同
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
同
号
の
表
の
ロ
に
掲
げ
る
値
、
同
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
つ

い
て
は
同
号
の
表
の
ハ
に
掲
げ
る
値
の
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
そ
の
他
の
自
動
車
排
出
ガ
ス

に
係
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

３

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
九
項
の
基
準
と
す

る
。

４

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
天
然
ガ
ス
重
量
車
基
準
に

定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
二
十
九
項
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車

で
、
か
つ
、
特
定
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

５

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
動
力
源
は
、
電
気
及
び
蓄
圧
器
に
蓄
え
ら
れ
た
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圧
力
と
す
る
。

６

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ

て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

７

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て

い
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
当
該
自
動
車
が
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

８

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
自
動
車

乗
用
自
動
車
の

性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

二

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車

貨
物
自
動
車
の
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性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

附
則
第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
倉
庫
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
第
一
項
を
削
り
、
第

二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
六
項
第
三
号
中
「
第
五
項
第
一
号
」
を
「

前
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
三
項
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第

一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
を
削
り
、
同
条
第
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
四

号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第

三
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
第
十
九
項
、
第
二
十
四
項
及
び
第
三
十
項
」
を
「
第
十
六
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
五
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
項

第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
九
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
六
号
」
を
「
附
則
第
十
五

条
第
二
項
第
四
号
」
に
、
「
次
に
掲
げ
る
施
設
（
」
を
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
一
号

の
二
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
（
焼
却
装
置
、
分
解
装
置
、
溶
融

装
置
、
洗
浄
装
置
及
び
分
離
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
搬
送
装
置
、
貯
溜
装
置
、
汚
水
処
理
装
置
、
ば
い
煙
処
理
装
置
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、
押
込
装
置
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
、
脱
水
装
置
、
乾
燥
装
置
、
油
水
分
離
装
置
、
中
和
装
置
、
破
砕
装
置
、

集
じ
ん
装
置
そ
の
他
の
附
属
設
備
に
限
る
。
）
の
う
ち
」
に
、
「
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削

り
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
を
削
り
、
同
条
第
二
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
八
号
」
を
「

附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
二
十
二
項
か
ら
第
二
十
六
項
ま
で
を
削
り

、
同
条
第
二
十
七
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し

、
同
条
第
二
十
八
項
か
ら
第
三
十
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第

四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
三
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四

項
」
に
改
め
、
「
も
の
は
」
の
下
に
「
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
い
て
地
方
的
な
航
空
運
送
に
係
る
路

線
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
路
線
に
就
航
し
た
時
間
の
全
就
航
時
間
に
対
す
る
割
合
が
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
航
空
機

の
う
ち
」
を
加
え
、
「
百
三
十
ト
ン
」
を
「
二
百
ト
ン
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
三
十
三
項
中
「
附

則
第
十
一
条
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
三
十
四
項
中
「

附
則
第
十
一
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
二
項
と
し
、
同
条
第
三
十
五
項
中

「
附
則
第
十
一
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
三
十
六
項
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中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条
第
三
十
七

項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条
第
三
十

八
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
「
第
五
十
六
条
の
六
十
八
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
短
時
間
労
働
者
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
短
時
間
労
働
者
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
総
数
」
の
下

に
「
に
当
該
短
時
間
労
働
者
の
総
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
算
し
た
数
」
を
加
え
、
「
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

」
を
削
り
、
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
短
時
間
労
働
精
神
障
害
者
」
を
「
短
時
間
労
働
心
身
障
害
者
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
し
、
同
条
第
三
十
九
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
七
項
と
し
、
同
条
第
四
十
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項
第
四
号
」
を
「
附
則
第
十

一
条
第
十
五
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
条
第
四
十
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
三
項
」

を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を

第
二
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
二
十
九
項
と
し
、
同
条
第
四
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第

十
一
項
」
に
、
「
前
項
第
五
号
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
第
四
十
三
項
中
「
附
則

第
十
一
条
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
一
項
と
し
、
同
条
第
四
十
四
項
中
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「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
二
項
と
し
、
同
条
第
四
十

五
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
「
、
搬
送
設
備
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
三
十
三
項
と
し
、
同
条
第
四
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
十
四
項
と
し
、
同
条
第
四
十
七
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
一
項
」
に
改

め
、
「
及
び
無
線
設
備
」
を
削
り
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
設
備
」
を
「
小
規
模

回
線
収
容
型
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
多
重
化
装
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
を
可
能
と
す
る
平
衡
対
ケ
ー
ブ
ル
を
用
い
た
広

帯
域
伝
送
の
方
式
に
お
け
る
複
数
の
電
気
通
信
信
号
を
多
重
化
す
る
機
能
を
有
す
る
回
線
収
容
能
力
が
五
百
回
線
以
下
の
変
復

調
装
置
で
あ
つ
て
、
端
末
設
備
で
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
サ
ー
ビ

ス
等
提
供
用
附
帯
設
備
（
小
規
模
回
線
収
容
型
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
多
重
化
装
置
を
収
容
す
る
た
め
の
設
備
及
び
こ
れ
と
一

体
と
し
て
設
置
す
る
電
源
設
備
か
ら
な
る
も
の
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
十
五
項
と
し

、
同
条
第
四
十
八
項
か
ら
第
五
十
一
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十

五
条
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
六
項
と
し
、
同
条
第
五
十
三
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
二
項
」
を
「
附

則
第
十
一
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
七
項
と
し
、
同
条
第
五
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
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第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
十
六
項
」
を
「
第
四
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十

八
項
と
し
、
同
条
第
五
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
一
号
」
に
改
め

、
同
項
を
同
条
第
三
十
九
項
と
し
、
同
条
第
五
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
三
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
十

八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
項
と
し
、
同
条
第
五
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第

十
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
十
八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
」
を
「

附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
二
項
と
し
、
同
条
第
五
十
九
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項

」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
三
項
と
し
、
同
条
第
六
十
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
三

十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
四
項
と
し
、
同
条
第
六
十
一
項
中
「
附
則
第
十

五
条
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
五
項
と
し
、
同
条
第
六
十
二
項
中
「
附

則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
六
項
と
し
、
同
条
第
六
十
三

項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
七
項
と
し
、
同
条

第
六
十
四
項
及
び
第
六
十
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
十
六
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十

二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
八
項
と
し
、
同
条
第
六
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
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第
二
十
四
項
」
に
、
「
輸
送
高
度
化
事
業
」
を
「
輸
送
対
策
事
業
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
九
項
と
し
、
同
条
第
六
十

八
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
項
と
し
、
同
条
第

六
十
九
項
を
削
り
、
同
条
第
七
十
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
五
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
十
一
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
三
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
十
二
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
三
項
と
し
、
同
条
第
七
十
三
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条

第
二
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
四
項
と
し
、
同
条
第
七
十
四
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
五
項
」
を
「
附
則

第
十
五
条
第
二
十
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
五
項
と
し
、
同
条
第
七
十
五
項
を
削
り
、
同
条
第
七
十
六
項
中
「
附

則
第
十
一
条
第
五
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
六
項
と
し
、
同
条
第
七
十
七

項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
五
十
七
項
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
七

項
と
し
、
同
条
第
七
十
八
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
五
十
七
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
第
三
号
」
に
改
め

、
同
項
を
同
条
第
五
十
八
項
と
し
、
同
条
第
七
十
九
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
五
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
二
項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
十
九
項
と
し
、
同
条
第
八
十
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
五
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
四



- 41 -

十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
項
と
し
、
同
条
第
八
十
一
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
五

条
第
三
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
十
二
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
六
十
一
項
」
を
「
附

則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
十
三
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
六
十
一
項

」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
三
項
と
し
、
同
条
第
八
十
四
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第

六
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
四
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
八
十
七
項
及
び
第
八
十
八
項
」
を
「
第
六
十

七
項
及
び
第
六
十
八
項
」
に
改
め
、
「
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
変
換
装
置
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
構
成
す
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
変
換
装
置
（
異
な
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
相
互
に
変
換
す
る
機
能
を
有
す
る
専
用
の
電
気
通
信
設

備
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
者
の
通
信
網
内
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
装
置
に
割
り
当
て
る
Ｉ
Ｐ
ア

ド
レ
ス
と
電
気
通
信
事
業
者
が
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
に
割
り
当
て
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
相
互
に
変
換
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
構
成
す
る
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー
（
異
な
る
通
信
プ
ロ
ト
コ
ル

に
よ
る
通
信
を
相
互
に
変
換
す
る
機
能
を
有
す
る
専
用
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
Ｉ
Ｐ
バ
ー
ジ
ョ
ン
４
に
よ
る

通
信
と
Ｉ
Ｐ
バ
ー
ジ
ョ
ン
６
に
よ
る
通
信
を
相
互
に
変
換
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
サ
ー

バ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
構
成
す
る
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
（
Ｉ
Ｐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
音
声
信
号
を
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送
受
信
す
る
機
能
又
は
Ｉ
Ｐ
電
話
端
末
間
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
制
御
（
呼
を
制
御
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
通
信
の
確
立
又

は
切
断
を
制
御
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
機
能
を
有
す
る
専
用
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
Ｉ
Ｐ
バ
ー
ジ
ョ

ン
６
の
通
信
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

管
理
設
備

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
装
置
（
電
気
通
信
事
業
者
の
Ｉ
Ｐ
バ
ー
ジ
ョ
ン
６
に
対
応
し
た
通
信
網
内
に
お
い
て

、
装
置
及
び
回
線
の
状
態
並
び
に
通
信
量
を
監
視
又
は
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
通
信
網
を
管

理
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

附
則
第
六
条
第
八
十
四
項
を
同
条
第
六
十
四
項
と
し
、
同
条
第
八
十
五
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
六
項
」
を
「
附
則
第

十
五
条
第
三
十
七
項
」
に
、
「
及
び
」
を
「
、
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
変
換
装
置
、
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
タ
ー
、
Ｖ
ｏ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
、
」
に

改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
装
置
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
十
五
項
と
し
、
同
条
第
八
十

六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
」
に
、
「
第
八
十
八
項
」
を
「
第
六
十
八
項
」
に

、
「
第
九
十
四
項
」
を
「
第
七
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
六
項
と
し
、
同
条
第
八
十
七
項
中
「
附
則
第
十
五
条

第
四
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
七
項
と
し
、
同
条
第
八
十
八
項
中
「
附
則

第
十
五
条
第
四
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
八
項
と
し
、
同
条
第
八
十
九
項



- 43 -

中
「
附
則
第
十
五
条
第
五
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
十
九
項
と
し
、
同
条
第

九
十
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
五
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
」
に
、
「
輸
送
高
度
化
事
業
」
を
「
輸
送
対
策

事
業
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
十
項
と
し
、
同
条
第
九
十
一
項
を
削
り
、
同
条
第
九
十
二
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
五
十

六
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
十
三
項
中
「
附
則
第
十
一

条
第
六
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
五
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
十
四
項
中
「
附

則
第
十
五
条
第
五
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
十
三
項
と
し
、
同
条
第
九
十
五

項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
五
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
十
四
項
と
し
、
同
条

第
九
十
六
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
五
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
四
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
十
五
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
機
能
高
度
化
施
設
整
備

76
事
業
費
に
係
る
補
助
と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
算
定
方
法
等
）
」
に
改
め

、
同
条
第
一
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
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二
第
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
九
項
、
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
、
第
九
項
及
び
第
十
三
項
」
に
、

「
同
条
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
十
四
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
六

項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
六

条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第

一
項
第
一
号
」
に
、
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
六
項
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
同
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項

第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
を
「
同
条
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三

号
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第

十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
九
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
七
項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
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で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
附
則
第
十
六
条

の
二
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
十
二
条
の

二
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
九
項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「

附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
一
項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
四

項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び

第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
九
項
」
に
、
「
同
条
第
十

三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
二
十
三
項
」
を
「
同
条
第
十

一
項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
同
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
十

六
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
を
「
同
条
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
二
号
に
」
を
「
同

条
第
四
項
第
二
号
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
十
六
項
又
は
第
十
七

項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則

第
十
二
条
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二

十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
五
項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
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号
ロ
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
十
六
項
及
び
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
十
五
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
第
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
五
項
」
に
、
「
同
条
第

十
六
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
同
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
三
号
若
し
く
は

第
四
号
」
を
「
同
条
第
四
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
第
二
号
に
」
を
「
同
条
第
四
項
第
二
号
に
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
す
る
。

附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
中
「
附
則
第
十
六
条
の
二
の
八
第
五
項
」
を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
の
八
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
号
の
十
四
様
式
中
「
第
二
条
の
五
関
係
」
を
「
第
二
条
の
五
の
二
関
係
」
に
改
め
る
。

「１

．

(
3
0
万

円
控

除
)

「記
載

要
領

１
３

受

第
十
六
号
の
九
様
式
中
、

２

．否
を

に
、
「１

．電
気

・天
然

ｶ゙
ｽ
自

動
車

」
を

３

．受
(
1
5
万

円
控

除
)

」

を
参

照

」

「１

．電
気

・天
然

ｶ゙
ｽ

・ﾌ゚
ﾗ
ｸ゙

ｲ
ﾝ
ﾊ
ｲ
ﾌ゙

ﾘ
ｯ
ﾄ゙

自
動

車

」
に
改
め
、
同
様
式
の
記
載
要
領
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
六
号
の
九
様
式
記
載
要
領

挿
入

第
十
六
号
の
十
様
式
別
表
記
載
要
領
４
中
「附

則
第

1
2
条

の
２

の
４

」
を
「附

則
第

1
2
条

の
２

の
７

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
十
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
十
三
様
式

挿
入

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十
二
記
載
要
領
５
中
「2

7
1
0
.
0
0

」
を
「2

7
1
0
.
1
9

」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
記
載
要
領
７
及
び
第
二
十
八
号
様
式
記
載
要
領
１
中
「又

は
附

則
第

1
6
条

の
２

」
を
削
る
。

第
三
十
一
号
様
式
記
載
心
得
２
中
「又

は
附

則
第

1
6
条

の
２

」
及
び
「
（法

附
則

第
1
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
住

宅

用
地

と
み

な
さ

れ
て

法
第

3
4
9
条

の
３

の
２

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

土
地

に
あ

つ
て

は
そ

の
旨

）
」
を
削
る
。

、

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三
記
載
心
得
４
中
「第

６
項

」
を
「第

５
項

」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。

）
、
第
三
条
の
四
の
四
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
三
第
二
項
、
第
五
条
の
五
第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
の

七
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
条

の
二
の
八
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日

二

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
八
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第

十
一
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
五
条
第
三
項

の
規
定

平
成
二
十
二
年
七
月
一
日

三

第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
の
二
、
第
三
条
の
三
及
び
第
三
条
の
三
の
二
の
改
正
規
定
、
第

三
条
の
三
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
五
」
を
「
第
二
条
第
十
二
号
の

七
の
七
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
三
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
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」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
条
の
六
第
一
項
、
第
四
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
四
条
の

四
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を
「

条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
五

の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
、
第
五
条
の
六
第
二
項
、
第
六
条
の
二
第
四
項
、
第
八
条
の
二
十
九
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
の
二
第
一
項
及

び
第
十
条
の
二
の
五
の
改
正
規
定
、
第
十
条
の
二
の
七
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手

国
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
、
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規

定
（
別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
中
「
、
第
十
二
条
の
二
第
二
十
八
項
」
を
「
、
第
十
二
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。
）

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

四

第
二
条
の
五
を
第
二
条
の
五
の
二
と
し
、
第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
十
五
を
第
七
条
の
二
の
十
六
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
四
を
第
七
条
の
二
の
十
五
と
し
、

第
七
条
の
二
の
十
三
を
第
七
条
の
二
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
十
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
七
条
の

二
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
十
一
を
第
七
条
の
二
の
十
二
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
を
第
七
条
の
二
の



- 50 -

十
一
と
し
、
第
七
条
の
二
の
九
を
第
七
条
の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
八
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条

を
第
七
条
の
二
の
九
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
七
を
第
七
条
の
二
の
八
と
し
、
第
七
条
の
二
の
四
か
ら
第
七
条

の
六
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を

第
七
条
の
二
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
条
の
三
を
第
十
条
の

三
の
二
と
し
、
第
十
条
の
二
の
十
を
第
十
条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
十
条
の
二
の
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
十
五
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
六
条
の
二
十
三
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二

十
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
二
十
五
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
十
六
を
削
り
、
第
二
十
四
条

の
二
十
七
を
第
二
十
四
条
の
二
十
六
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
号
の
十
四
様
式
の
改
正

規
定

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日

五

第
一
条
の
十
四
及
び
第
一
条
の
十
五
の
改
正
規
定

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法
等
）

第
二
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
二
年
改
正
法
」
と
い
う
。

）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
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と
す
る
。

２

平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業

者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す

る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。

）
第
十
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、

新
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は
第
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中

「返
還

の
理

由
及

び
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ

い
て
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
記
載
し
た
上
で

同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
三
条

新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
規
則
の
規
定
中
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
新
規
則
第
八
条
の

二
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
等
（
同
項
に
規
定
す
る
現
物
分
配
の
う
ち
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
同
日
以
後
の

解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
等
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２

旧
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式
と
み
な
す
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
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例
に
よ
る
。

２

新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
に
お
い
て
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
旧
規
則
附
則
第

六
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
家
屋
に
対
し
て
課
す
べ
き

平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三

十
八
項
に
規
定
す
る
家
屋
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
た
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設

備
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
た
に
取
得
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
る
償



- 54 -

却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附

則
第
六
条
第
六
十
七
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
四
項
及
び
第
六
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に

対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
八
十
四
項
及
び
第
八
十
五
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

７

新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
る
家
屋

又
は
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し

、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
九
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
十
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て

取
得
さ
れ
た
家
屋
又
は
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法
等
）

第
六
条

平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
二
号
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様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付

す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。

３

平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は

、
新
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
第
四
百
七
十
三
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「返

還
の

理

由
及

び
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項

」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
平
成
二

十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨

を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に

よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
七
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
中
「
第
十
六
条
の
五
第
四
項
（
」
の
下
に
、
「
第
七
十

四
条
の
十
一
第
二
項
及
び
」
を
加
え
、
「
、
第
五
項
、
第
二
十
四
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
、
第
四
十
三
項
、
第
四
十
五
項

及
び
第
四
十
六
項
」
を
「
、
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
、
第
三
十
八
項
、
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
」
に
、
「
第

四
項
、
第
五
項
及
び
第
二
十
四
項
」
を
「
第
四
項
及
び
第
十
九
項
」
に
、
「
第
五
十
三
条
第
二
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条

第
二
十
項
」
に
、
「
第
五
十
三
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
一
項
」
に
、
「
第
五
十
三
条
第
二
十
七
項
及
び

第
二
十
八
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
二
項
及
び
第
二
十
三
項
」
に
、
「
第
五
十
三
条
第
四
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条

第
三
十
八
項
」
に
、
「
第
五
十
三
条
第
四
十
五
項
及
び
第
四
十
六
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
」
に

、
「
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
六
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
六
項
、
第
七
十

二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
に
、
「
第
一
条
第
二
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

」
を
「
第
一
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条
の
二

十
五
第
七
項
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
七
項
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
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及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
に
、
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
「
、
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
「
、
第
五
項
、

第
二
十
四
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
及
び
第
三
十
九
項
」
を
「
、
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
及
び
第
三
十
四
項
」
に

、
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
五
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
項
」
に
、
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二

十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま
で
及
び
第
三
十
九
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
及
び

第
三
十
四
項
」
に
改
め
、
「
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
及
び
第
八
項
」
の
下
に
、
「
並
び
に
第
三
百
五
十
四
条
の
二
」

を
加
え
、
「
附
則
第
五
条
の
四
第
三
項
及
び
第
八
項
、
」
の
下
に
、
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
」
を
加
え
、
「
第
二
十
九
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
九
条
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
第
七
百
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
中
「
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
削
り
、
「
、
第
十
二
条
の
二
第
二
十
八
項
」
を
「
、
第

十
二
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
青
色
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
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総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
附
則
第
二
条
関
係
）

別
記
第
一
号
様
式

挿
入

別
記
第
二
号
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
緑
色
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年

総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
附
則
第
六
条
関
係
）

別
記
第
二
号
様
式

挿
入


